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Ⅰ　は じ め に

労働法においては，近年，新法の制定や法律改
正など，立法の動きが活発である。新法としては，
2015 年に制定された女性活躍推進法が最近の代
表例であり，もう少しさかのぼれば，2007 年の
労働契約法（労契法）や 2004 年の労働審判法が
思い浮かぶ。法律改正のほうは枚挙にいとまがな
いが，直近では何と言っても，2018 年に成立し
た「働き方改革を推進するための関係法律の整備
に関する法律」（働き方改革関連法）であろう。時
間外労働に関する罰則付きの上限規制の導入と，
いわゆる非正規労働者の均等・均衡処遇の強化を
2 本柱として，労働基準法（労基法）をはじめと
する数々の法律に重要な修正が加えられた 1）。

労働法の伝統的な研究は，判例を中心に「法解
釈学」という形で行われ，既存の法規範をどう解
釈し，どのように具体的な事案に適用するかが主
として議論されてきた。他方，新法の制定や法律
改正に当たっては，いかなる政策目的や必要性を
認識し，それに適した立法措置の内容をどう形成
するかが重要な課題となる。最近では，これに関
して「立法学」や「法政策学」という言葉を耳に
することも多くなっている。以下では，それらの
新たなアプローチについて，個人的なスケッチあ
るいは備忘録という程度ではあるが，その前提と

なる労働立法の状況や手続と合わせて，少し述べ
てみたい。

Ⅱ　立法の時代

現在も続く「立法の時代」の幕開けは，1980
年代の半ばと言ってよいであろう。筆者が初めて
大学で労働法の講義を行ったのは 1984 年である
が，翌 1985 年に男女雇用機会均等法（均等法）
と労働者派遣法（派遣法）が制定され 2），また
1987 年には労基法の労働時間規定の大きな改正
が行われ，新しい条文をあれこれと勉強したこと
を思い出す。以後，これらのフォローアップとい
うべき累次の改正や，1991 年の育児休業法の制
定（後に育児・介護休業法へと発展）などがあり，
立法の動きが加速した。

それ以前の時代にも立法が行われなかったわけ
ではないが，あまり多くはない。1973 年の石油
危機の後，失業保険法に代わる雇用保険法の制定

（1974 年）や，いくつかの雇用対策立法の進展が
あったものの，基本的には，戦後，新憲法の下で
作られた労基法，労組法を中心とする法制の下
で，労働契約関係と労使関係の双方について最高
裁による重要な判例法理が次々と形成される，

「判例の時代」であった 3）。
以後，1990 年代から 2000 年代の労働法制につ
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いては，その展開を整理・概観する論文を書いた
ことがある 4）。中身は省略するが，2000 年代の
柱として筆者が掲げたのは，①個別労働紛争への
対応，②平等法制の進展，③規制緩和とセーフ
ティネット，④少子高齢社会における義務の強
化，⑤労働契約法の制定と労働時間規制，という
5 点である。これらに沿って，多くの立法が行わ
れた。

2010 年代にも活発な立法が続いているが，中
でも注目されるのは，労契法の 2012 年改正で有
期労働契約に関する規定が追加され，無期労働契
約への転換（18 条），不合理な労働条件の禁止（20
条）という，従来よりもかなり踏み込んだ規制が
導入されたことである。後者は，2018 年の働き
方改革関連法によって，パートタイム・有期雇用
労働法へと移されるとともに，パートタイム労働
者との並びで均等（差別禁止）規定が補充され，
同時に，派遣法の中にも派遣先労働者との均等・
均衡を命じる規定が追加され，いずれも 2020 年
4 月の施行を待っている段階である。

昨年，上記の労契法 20 条に関する初めての最
高裁判決が出されて議論を呼んだが 5），10 年前
にはその規定が存在せず，より抽象的なレベルで

「均衡」の議論がなされていたことを考えると，
立法の意義を実感することができるであろう。雇
用平等，ワークライフバランス，高齢者の雇用促
進，非正規労働者の処遇改善，長時間労働の是正
など，それぞれの政策課題や目標を，どのような
法的枠組みを用いてどのように実現するかが問わ
れているのである 6）。

Ⅲ　労働立法の手続

周知のように，日本では議員立法は少なく，重
要な法律の制定や改正は，通常，政府（内閣）が
国会に法案を提出する形で行われる 7）。政府法案
の作成にあたっては，事前に当該事項を担当する
省庁の審議会で検討が行われ，法案の方向性や内
容が決定される。労働立法に関しては，ILO 憲章
や条約の趣旨を踏まえ，この審議会が公労使の三
者構成とされている点に，大きな特色がある 8）。

2001 年の厚生労働省の発足に伴い，かつての

中央労働基準審議会や中央職業安定審議会などが
「労働政策審議会」（労政審）に統合されたが，そ
の 30 人の委員は，労働者，使用者，公益のそれ
ぞれを代表する者から「各同数」が任命される

（労政審令 3 条 1 項）。また，労政審には 7 つの分
科会（労働条件，安全衛生，職業安定，障害者雇用，
雇用環境・均等，勤労者生活，人材開発）が設けら
れ，実質的な審議はそれらの分科会（あるいはそ
の下の部会）で，追加任命される臨時委員を含め
て行われるが，そこでも，公労使それぞれの委
員・臨時委員の合計数は同数とされている（同令
6 条 3 項・7 条 3 項）。実際上，労働者側委員と使
用者側委員との間で意見が鋭く対立することも多
く，両者の間を調整しながら審議が進められる。

なお，労政審で議論を開始する前に，当該事項
に関して専門家による研究会が組織され，報告書
がまとめられることが少なくない。最近の例でい
えば，いわゆるパワーハラスメントの問題につい
て，厚生労働省に設けられた「職場のパワーハラ
スメント防止対策についての検討会」の報告書
が，2018 年 3 月に発表された。その後，労政審
の雇用環境・均等分科会において，同年9月以降，
女性活躍推進法の改正の件と並んで，パワーハラ
スメントやその他のハラスメントの問題について
審議が行われ，その結果を取りまとめた報告書

「女性の職業生活における活躍の推進及び職場の
ハラスメント防止対策等の在り方について」が，
同年 12 月 14 日に採択され，同日付けで労政審の

「建議」として公表された。そこでは，事業主に
対し，労働者がパワーハラスメントを受けること
を防止するための雇用管理上の措置を義務づける
ことが適当とされているが，その際のパワーハラ
スメントの定義については，上記の検討会報告書
の整理にもとづき，3 つの要素を満たすものとす
ることが提言されている 9）。

このような労政審の建議（建議という言葉を用
いない，単なる報告書の場合もある）は，法律以外
の事項を含めて，法制上の様々な論点を検討し，
あるべき内容や方向性を示すものである。これを
受けて，より具体的な法律改正あるいは新立法の
内容が「法律案要綱」という形でまとめられ，厚
生労働大臣から労政審に諮問される。上記のパ
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ワーハラスメントの例では，2019 年 2 月 14 日に
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律等の一部を改正する法律案要綱」が労政審に諮
問され，雇用環境・均等分科会における審議の結
果，同日付で「おおむね妥当と認める」旨の答申
がなされた。これは，女性活躍推進法のほか，労
働施策総合推進法，均等法，派遣法，育児・介護
休業法に改正を加えるものであり，パワーハラス
メントに関する事業主の措置義務は，労働施策総
合推進法の中に盛り込まれている。

法律案要綱を具体的な法律の条文にする作業
は，厚労省の担当課が内閣法制局と協議しながら
行う（労政審は関与しない）。上記の法律案は，閣
議決定を経た上で，2019 年 3 月 8 日に通常国会
に提出され，現在，審議が行われているところで
ある。国会における審議については，ここで改め
て紹介する必要はないであろう。衆議院，参議院
のそれぞれで，委員会における検討を行った後，
本会議で最終的な採決がなされる。その過程で修
正案が採択され，当初の政府法案と異なる内容と
なる場合ももちろんある。

法律案が国会を通過して成立した場合には，そ
の施行のための規則や指針等の内容について労政
審に諮問がなされ，審議が行われることになる。
また，衆議院や参議院で，可決の際に「附帯決議」
がなされる場合もあり，その中に将来の検討事項
が指摘されていれば，政府としても考慮を払い，
後日，労政審に審議を求めることもある。

Ⅳ　立法学の必要性

最初に述べた立法の活発化は，労働法以外でも
見られるものである。民事訴訟法の全面改正

（1996 年），刑事手続における裁判員制度の導入
（2004 年），会社法の制定（2005 年），民法の債権
法改正（2017 年）は，ほんのわずかな例にすぎな
い。かつての日本では，戦後の改革期が終わると，
いわゆる 55 年体制の下で良くも悪くも安定的な
社会経済システムが形成されていたが，1990 年
代以降，バブル経済の崩壊に伴う長期不況の影響
や，加速する経済のグローバル化，さらには冷戦
終了後の新しい世界秩序の要請によって，大きな

構造変化の波が押し寄せた。また，かつての行政
指導のような不透明な規制に対する批判が高ま
り，ルールの明確化の手段として立法が重視され
るようになったことも，見逃せない要因といえ
る。

そのことに対する評価は分かれうるかもしれな
いが，「現在進行している立法変動は，個別立法
の内容の是非に関する『立法論』的議論を超えて，
立法システム全体の在り方を検討し，そのあるべ
き姿を構築する学としての『立法学』の発展を要
請している」という指摘 10）には，説得力がある
ように思われる。立法学という言葉そのものは，
かなり古くからあり 11），「これまでも，法案の立
案・審査過程の制度と慣行を体系的に整序記述す
る立法実務研究や，『立法論』の一般的指針をめ
ぐる立法政策理論研究が『立法学』の名において
行われてきた」12）が，新たな「立法の時代」に
おいては，このような枠を超えた，より高度な立
法学の発展が求められているのである 13）。

筆者は，2006 年に日本学術会議の法学委員会
に設置された「立法学分科会」に参加し，上記の
指摘を行った井上達夫教授（法哲学）をはじめと
する様々な分野のメンバーとともに，研究や議論
をする機会を得た。この分科会の活動の成果は，

『立法学のフロンティア』と題する全 3 巻の書物
（2014 年）にまとめられており，筆者も奥田香子
教授との共同執筆の論文の中で，労契法の立法過
程の分析と，民主党政権下における状況変化につ
いての指摘を行った 14）。これ自体は，労働法を
素材とする小さな論考にすぎないが，同じ巻に収
められた他の法分野の検討や，別の巻における，
思想，哲学，統治機構，政治過程などの理論的な
分析と合わせて参照されることにより，立法学の
発展のための，ささやかな基礎となりうるものと
考えている。

その後，さらに状況は変わり，現在の自公政権
に復帰したが，立法に関して時に強い官邸のイニ
シアティブが示されることが，現在の 1 つの特徴
といえよう。労働立法でいえば，女性活躍推進法
の制定の際にもその傾向が見られたが，最も顕著
だったのは，働き方改革関連法である。2016 年
秋に首相を議長とする「働き方改革実現会議」が
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組織され，労使団体のトップや学識経験者を含む
参加者の議論を経て，2017 年 3 月に「働き方改
革実行計画」が決定された。ほとんどの法改正の
内容が，この実行計画の中にかなり詳しく書き込
まれており（ただし，高度プロフェッショナル制度
と年休を取得させる義務の導入は，同計画ではなく
廃案となった 2015 年労基法改正案に由来），以後に
行われた労政審の審議は，それに沿ったものとな
らざるを得なかった。このことはよく知られてお
り，批判を含む多くの議論がなされているが，

「立法学」の立場からどのように分析して位置づ
けるかは，今後に残された課題といえよう。

Ⅴ　労働法の政策学

「法政策学」という言葉は，1987 年に平井宜雄
教授による同名の著書 15）が刊行されて以降，目
にする機会が増えたように思われる。同書は高度
に理論的な本であるが，第 2 版（1995 年）の短縮
された副題である「法制度設計の理論と技法」と
いう言葉は，法政策学の眼目を的確に伝えるもの
であろう。

和田肇教授によれば，労働立法は多かれ少なか
れ政策目的を有するものであるが，1980 年代以
降，特定の労働政策を実現するための立法が活発
化し，それまでの労働立法が，労働権（労働者保
護あるいは労働条件保護）や団結権の保護（民主的
な労使関係の形成）といった一般的な目的を有す
るものであったのとは異なって，法の社会統制機
能がより前面に出てくるようになった 16）。

このような時代に求められる研究として，和田
教授は，立法学と法政策学を融合した「労働政策
立法学」を提唱する。労働立法を，ある政策目的
を実現するための法技術・手法と考えた上で，①
どのような政策が求められているのか，②その政
策目的を実現するためにどのような立法が行われ
るのか，③その政策立法は政策目的を実現してい
るのか，言い換えれば，政策立法は機能している
のか，④もし機能していないとしたら，その原因
はどこにあるのか，⑤政策目的を実現するために
いかなる立法を行うべきなのか，といった点を検
討すべきだとしている 17）。

和田教授の場合は，立法技術としての立法学と
いう面が重視されているようであるが，そこまで
踏み込まない場合にも，労働法の様々な領域にお
いてこれまでどのような法政策が取られてきたか
を正しく理解することは，今後の政策を考える上
での必須の条件といえよう。この点で特筆すべき
は，濱口桂一郎氏の仕事である。2004 年に刊行
された『労働法政策』18）は，労働市場，労働条件，
労働人権，労使関係という 4 つの法政策の分野の
それぞれについて，歴史的な展開を詳細かつ体系
的に検討した，貴重な研究であった。同氏はその
後も「季刊労働法」に長期連載の「労働法の立法
学」で，労働法の様々な分野の法政策の動きを詳
述し，さらに 2018 年には，上記の改訂版にあた
る『日本の労働法政策』19）で，働き方改革関連
法まで含む今日までの姿を，1000 頁を超える大
著によって描き出した。法政策の決定にあたり，
過去からの飛躍や断絶を選択することがありうる
ことは当然であるが，そのような場合を含めて，
日本の労働法政策を論じるにあたって必ず参照さ
れるべき業績である。

また，昨年刊行されたもう 1 つの書物として，
『戦後労働立法史』20）をあげておきたい。これは，
石田眞教授の古稀記念論集として企画されたもの
であり，濱口氏の書物のような単独の著者による
一貫した分析ではないが，石田教授自身による戦
前の労働立法の分厚い考察に続いて，労基法，最
低賃金法，労契法，均等法，労災保険法，職業安
定法など，戦後の主要な労働立法のほとんどを取
り上げ，それぞれの執筆者が，立法過程およびそ
の後の展開を分析しており，なかなかの壮観であ
る。筆者も労基法を担当し，その全体的な検討を
行った（労働時間規制については，さらに別稿あり）。
形としてはこれも歴史研究であるが，それとどま
らない，労働法分野の個々の法律に焦点を当てた
1 つの法政策学の試みと位置づけることができよ
う。

いずれにしても，今日の状況下で労働法に関し
てどのような法政策学を形成し，発展させるべき
か。その具体的な方法論を含めて，議論はまだ始
まったばかりである。
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Ⅵ　お わ り に

原語は知らないが，英語圏で流布しているビス
マルクの言葉に，“Laws are like sausages, it is 
better not to see them being made.” というもの
がある。法律を作るにあたっては様々な利害がぶ
つかり合い，脅し，すかしから妥協，取引まで，
美しくない光景が多々あることは想像できる。そ
れ自体，政治過程論の重要な研究対象であるが，
現在の民主国家においては，その過程をできるだ
け可視化した上で学問的に分析し，よりよい立法
につながるようにすることが求められる。労働法
においても，立法学や法政策学のさらなる発展が
期待されるところである。

立法政策の企画や評価にあたり，エビデンスに
もとづく議論が重要であることは言うまでもない
が，他方で，データや理論モデルの不完全さから
常に適切なエビデンスが得られるわけでもないこ
とも，認識しておく必要がある。世の中は広く複
雑なのであり，予期せぬ，あるいは目に見えにく
い副作用が生じることも当然ある。合理的で責任
ある政策決定のためには，知的謙虚さと洞察力が
不可欠というべきであろう。

 1）旧雇用対策法やパートタイム労働法のように，法律名まで
変わったものもある。

 2） 前者は，形式的には既存の法律の改正であり，また，労基
法の女子保護規定の見直しを伴っていた。

 3）菅野和夫「労働政策の時代に思うこと」日本労働法学会誌
130 号 3 頁，4 頁（2017 年）。

 4）中窪裕也「労働法制の 10 年とこれから」ジュリスト 1414
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